
令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１２日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 小椋 憲浩

【通告１番】 次の事項について質問します。 1/1 頁

１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.町長の姿勢につい

て

町長及び町議会議員の任期も残すところ１年を切

りましたが、本町ホームページ内にある「町長のペー

ジへようこそ」の最後にポツンと記載されている、“選

挙時期の見直しを”について、何を意味してどうなさ

れるのか町長の考えをお伺いします。

町 長

２.生ごみ堆肥の取り

組みについて

本町では令和５年度に生ごみの集荷を実証実験と

して実施されましたが、その効果と今後の取り組みに

ついてお伺いします。

(1)実証実験の成果と今後について

(2)生ごみ堆肥として還元した成果と今後の取り組み

は

町 長

３.自転車における安

全運転確保と自転車

向け保険について

町民における自転車運転の安全対策について行わ

れていると思うところですが、特に児童・生徒に対す

る教育や指導、そして事故の発生（加害者・被害者）

となった場合に補償面に関する観点から見た場合に

ついて町長、教育長の考えをお伺いします。

(1)児童生徒に対する自転車運転の安全に関する指導

状況は

(2)万が一の事故による対人・対物への補償について

の考えは

町 長

教育長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１７日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 田中 肇

【通告２番】 次の事項について質問します。 1/2 頁

２－１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.町道、県道、国道の

交通安全点検につい

て

町道、県道、国道の維持管理は、道路法により行政

区分それぞれ琴浦町、鳥取県、国土交通省が管轄して

いると思う。

交通安全対策基本法では、それぞれ国の責務（第３

条）、地方公共団体の責務(第４条)として「生命、身

体及び財産を保護する施策と実施」、また設置者の責

務(第５条)として「交通の安全を確保するため必要な

措置を講じなければならない」と定めている。

町内の道路、特に交差点についてどのような方法で

交通の安全確保を行っているか、町長と教育長に伺

う。

町 長

教育長



【通告２番】 田中 肇 議員 2/2 頁

２－２

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

２.琴浦版ライドシェ

アの導入について

新型コロナウイルスが季節性インフルエンザと同

じ「５類」に移行。これによりウィズコロナからアフ

ターコロナへ転換し、人の流れや景気が回復基調にあ

る。

町内においてもその効果が期待される中、金曜日土

曜日のタクシー運行時間の延長を要望する声がある。

本町のタクシー事業は、既存の営業所の撤退に伴い

地元事業者が認可を受け、計２台で午後８時まで運行

している。

働き方改革関連法の施行により物流業界では、ドラ

イバー不足が深刻な課題(2024 年問題)となっている。

本町も同様でありタクシー事業の拡大・運行時間延

長は困難と考えられる。

このため、本年１月より本格運行を開始した米子市

のように、タクシー事業者の管理下で一般ドライバー

が自家用車などで客を運ぶ琴浦版ライドシェアの導

入について町長に伺う。

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１７日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 澤田 豊秋

【通告３番】 次の事項について質問します。 1/1 頁

３

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.人権尊重の社会づ

くり

21 世紀は、人権、平和、環境がキーワードだと言わ

れて来ました。今、世界のあちこちで地域紛争が起こ

っており、尊い命が奪われています。また、人間の尊

厳が脅かされる状況が渦巻いています。

我が国でも、人権意識の欠如からくる事件等が度々

報道されています。

今年は、戦後 80 年、同和対策審議会答申から 60 年、

部落地名総監事件から 50 年という年でもあります。

今こそ我が町の足元を見つめ直し、「命と尊厳を大切

にした」人権尊重のまちづくりを、より一層推進すべ

きではないかと考えます。

そこで町長、教育長に伺います。

(1)「命と尊厳を大切にしたまちづくり」をどのよう

に考えているのか所見を伺います。

(2)今日的な状況を踏まえ、研修体制の充実に向けて

更なる整備を図り、行政職員は勿論のこと企業、町

民の人権意識の向上を図る必要があると考えます。

現状と今後の取り組みについて伺います。

(3)インターネットやＳＮＳの発達、ウイルス感染症

などにより、人権に関する問題が複雑、多様化して

いる状況を踏まえ、憲法で保障された差別されない

人権が尊重された社会づくりのためにも、本町の条

例を見直すべきではないかと考えますが、所見を伺

います。

町 長

教育長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１７日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 山本 秀正

【通告４番】 次の事項について質問します。 1/2 頁

４－１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.安心・安全に暮らせ

るまちづくりについ

て

安心・安全に暮らせるまちづくりに向けては、「防

災」「消防」「防犯」「交通安全」など、さまざまな

取り組みが考えられます。先般、「防災」と「交通安

全」について質問させていただきましたが、今回は「交

通安全」について、確認を含めまして、お伺いします。

交通事故防止のための狭隘道路(町道)の解消につ

いて、一つの箇所として、町道「八橋以西線」の場合

ですが、総延長が 2,646.2 メートル、側溝延長 2,165

メートルで、令和４年度当時、側溝に蓋があるところ

が飛び飛びで 327 メートルでした。また、平均幅員は

4.4 メートルのようですが、最小幅員は 2.4 メートル

しかありません。総延長が 2キロメートル以上である

にもかかわらず、待避所設置数がわずか 5箇所、側溝

も蓋があるところが飛び飛びの状態で327メートルし

かなく、すれ違いができない、まさに狭隘の町道で危

険な状態であります。安心・安全に暮らせるまちづく

りのため、交通安全上また防災上の観点から、計画的

にかつ早急に解消する必要があるのではという質問

をさせていただき、町長からは前向きな答弁をいただ

いていました。

(1)その後、町道「八橋以西線」において、狭隘道路

解消に向けて、どのように改善されたかお伺いしま

す。

(2)昨年、同じく町道「八橋以西線」において、側溝

に設置されていた「グレーチング」が盗まれたと聞

きましたが、どの程度の盗難で、その後も含めて対

応はどうであったかお伺いします。 （次頁へつづく）

町 長

教育長



【通告４番】 山本 秀正 議員 2/2 頁

４－２

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

(3)生活道路として、毎日利用している道路で、狭隘

道路は町内にどれくらいあるか。安全確保のため、

改善が図られているかお伺いします。

２.子育て世代の支援

充実のまちづくりに

ついて

宝島社が毎年実施している「住みたい田舎ベスト

ランキング」で、琴浦町は人口 1万人以上３万人未満

(昨年までは人口１万人以上２万人未満)のまち総合

部門で３年連続全国１位とはならなかったものの

堂々の全国２位でありました。また、若者世代・単身

者が住みたい部門でも全国３位でありました。しか

し、子育て世代が住みたいまち部門では、昨年は、全

国１位でありましたが、今年は、他の市町の取り組み

のほうが魅力的だったのか、上位のランクインとはな

らなかったようです。今回、子育て世代が住みたいま

ち部門全国１位の大分県豊後高田市の取り組みを紹

介しますと、０歳～高校生の医療費、授業料、給食費

の無償化などでありますし、２位の茨城県境町も給食

費を無償化にするなど、子育て支援日本一を目指して

いるということで、このような取り組みが功を奏し

て、今年度は人口増となる見込みのようであります。

ちなみに、若者世代・単身者が住みたい部門でも、大

分県豊後高田市が全国１位で、茨城県境町は２位でし

た。さらに、同じ宝島社の新ランキング「移住者増の

人気地ベスト 100」で、この２市町の状況はどうかと

いうと、茨城県境町が全国 1位で、大分県豊後高田市

は５位にランクされていました。やはり、子育て支援

に力をいれているところは、移住者も増え、人口減に

歯止めがかかっていくと思われるが、今回のこの結果

についてどう感じられたかお伺いします。

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１７日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 谷田 順子

【通告５番】 次の事項について質問します。 1/2 頁

５－１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.ことうらゼロカー

ボンチャレンジ宣言

の推進に対する考え

は

令和６年(2024 年)３月議会で、ことうらゼロカーボ

ンチャレンジ宣言が表明された。

宣言では、国の宣言に沿い温室効果ガス排出量を

2050 年頃に実質ゼロにする必要があるとして４項目

挙げているが、それぞれ達成するにあたっての課題と

推進方法についての考えを伺う。

１.カーボンニュートラルの達成に向けた取り組み

を強力に進める。

２.再生可能エネルギーの導入を積極的に推進する。

３.エネルギーの地産地消による地域内経済循環を

目指し、強靭で持続可能なまちづくりを目指す。

４.温室効果ガスの吸収源となる森林や藻場の保全

に努める。

町 長



【通告５番】 谷田 順子 議員 2/2 頁

５－２

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

２.生ごみの堆肥化を

今後どのように推進

していくのか

令和５年７月から町内５集落で実施された「生ご

み・プラごみ分別回収実証実験」の結果、プラスチッ

クごみは令和７年 10 月から分別回収が開始されるこ

ととなったが、生ごみについては据え置きになってい

る。

実証実験における生ごみ堆肥化の成果と課題、及び

今後どのように推進していく考えか伺う。

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１７日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 川本 善孝

【通告６番】 次の事項について質問します。 1/1 頁

６

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.少子化対策として

の高校生への支援策

について

（1）2024 年 4 月、人口戦略会議が『令和６年・地方

自治体「持続可能性」分析レポート』を公表、自治体

の約４割に当たる744自治体に消滅可能性があるとす

る結果を自治体リストとともに発表した。

本町は若年女性(20～39 歳)の減少率が 46.6％で辛

うじて消滅自治体リストから免れた。

そこで、このレポートをどのように受け止めている

のか、町長の所見を伺う。

（2）少子化の大きな要因の一つに、子育ての経済的

負担があることは議論の余地がないと考える。そこ

で、国は令和７年度から子ども３人以上世帯への大学

授業料等の無償化を拡充（入学金 26 万円、授業料 70

万円支援。所得制限なし）、鳥取県も奨学金返還支援

の対象者を公務員を除く全業種に拡大など、それぞれ

努力している。市町村としては、この流れに連動して

高校生への支援を拡充することが、少子化対策として

必要と考えるが、町長、教育長の所見を伺う。

町 長

町 長

教育長

２.水道の長期不使用

にもかかわらず基本

料金を徴収している

ケースの対応につい

て

直近１年以上水道使用量無しにもかかわらず、基本

料金を徴収している戸数が 141 件ある。町としてこの

数字をどのように捉え、どのように対処しているの

か、また今後どのようにしていこうと考えているのか

伺う。

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１８日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 金光 敦

【通告７番】 次の事項について質問します。 1/2 頁

７－１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.情報リテラシーに

ついて

インターネットやメディアが発達した現代社会で

は、膨大な情報の中から信頼できるものを見極め、正

しく活用する能力(情報リテラシー)が求められてい

る。加えて、SNS や AI 技術の発展により、情報の真偽

を見極める力はこれまで以上に重要になってきてい

る。

また、スマートフォンやタブレットなどの普及によ

り、情報の収集や発信がより手軽で身近なものとなっ

ている。現在、小学生未満の子供が、スマートフォン

やタブレットを使い動画共有サイトを視聴している

光景は珍しいものではなくなってきたと感じる。

琴浦町でも GIGA スクール構想により、小中学校の

生徒にタブレットが配備され、ICT の活用が求められ

ている。このような流れのなか、高い情報リテラシー

を身につけることは、大人はもちろん、子ども達にも

必要なものであると考えるため、次の３点について伺

う。

（1）情報リテラシーの主な要素

（2）情報リテラシーが低いことで起こり得る問題

（3）情報リテラシーを高めるための町内の教育現場

での取り組み

町 長

教育長



【通告７番】 金光 敦 議員 2/2 頁

７－２

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

２.特殊詐欺防止の取

り組みについて

特殊詐欺について警視庁のホームページには、「犯

人が電話やハガキ等で親族や公共機関の職員等を名

乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカード

をだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなど

と言って ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる犯

罪」と定義されている。

令和６年 12 月までの、全国の特殊詐欺発生状況は、

認知件数で 20,987 件あり被害額は 721 億円にものぼ

り、発生件数と被害額は増加傾向にある。

琴浦町でも昨年、町内にあるコンビニで高齢夫婦が

現金 16 万円分の電子マネーを購入しようとしたとこ

ろ、不審に感じた店員の方が、琴浦大山署に相談する

よう勧めるなどして、特殊詐欺が未然に防いだ事例が

ある。

特殊詐欺が複雑多様化するなかで、町民の財産を犯

罪から守るためには、町民の方自身が特殊詐欺の対処

方法などを知ることが必要であると考え、次の２点に

ついて伺う。

（1）特殊詐欺の手口と実態

（2）町内の特殊詐欺防止の取り組み

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１８日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 手嶋 正巳

【通告８番】 次の事項について質問します。 1/1 頁

８

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.町長の政治姿勢に

ついて

町長就任以来３年が経過しました。町長は町長選に

挑むということで課題を

①道の駅「琴の浦」リニューアルの行方は

②「まなびタウンとうはく」改修計画の今後は

③東伯総合公園サッカー場の改修はどうなる

④成美地区公民館とふなのえこども園の移転にかか

る土地取得

⑤カウベルホールの最終結論は

⑥熱中小学校の運営は

以上６項目揚げられましたが、任期はまだ１年残っ

ているとはいえ、どのように解決されたのか伺いま

す。

また、私は目指すということで、

①人を大切に

②地域の輸を広げて

③輝く産業経済に

④壊さない環境、活かす施設

以上の４項目についての評価についても伺います。

町 長

２.ジビエの振興につ

いて

有害鳥獣イノシシ、ニホンシカの捕獲状況をみる

と、急に少なくなるとは思えません。

町でも加工処理施設を建設して、ふるさと納税の返

礼品にあてるなどＰＲしてはどうか。

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１８日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 押本 昌幸

【通告９番】 次の事項について質問します。 1/2 頁

９－１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.今秋公開のNHK朝ド

ラ「ばけばけ」への町

の対応について

昨年の６月 12 日、NHK 大阪放送局は今秋開始予定の

連続テレビ小説が、「怪談」で知られる明治時代の文豪

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の妻、小泉セツをモ

デルにした「ばけばけ」に決まったと発表した

(2024/6/13「日本海新聞」ほか)。従来から小泉八雲の

ドラマ化を要請していた松江市などはその波及効果

を期待して各種イベントを始めている。鳥取県内で

も、昨年 8/4 浜村では作家荒俣宏氏を招いて八雲につ

いてのトークショーを開催。同 8/11 には鳥取県立博

物館で「小泉八雲フェスティバル」が開催された。琴

浦町でも同年 11/20「琴浦ポレポレな暮らし」が主催

して「琴浦町のゆかりを共有しましょう」と企画がも

たれた。また、本年に入ってからは「日本海新聞」が

1/3 と 1/8 の２回にわたり八雲ゆかりの県内の地を紹

介している。その中で紹介されているが①松江赴任へ

の道中、下市（現大山町）で「盆踊り」に遭遇し深い

関心を持った（「怪談」創作への動機）。その盆踊りは

「以西おどり」であり、その原型は「三本杉の盆踊り

(県無形文化財)」である。②セツとの新婚旅行

(1891/8)の目的の一つがその盆踊りの「採集」であり、

その拠点となったのが八橋の「旧中井旅館」であった。

③道中、花見潟墓地を人力車で通った際、異様な体験

を記している④八橋滞在中、逢束を訪れ貴重な体験を

している。また、八橋海岸で海水浴をした。⑤八橋海

岸の「ハーン・セツ」の来訪記念碑は夫婦唯一の記念

碑(2004/3 建立)である、等々。これだけの「ヘルン・

セツ」のゆかりの地である琴浦町にとって、この NHK

ドラマは全国発信の大きな機会である。琴浦町は今ま

で、これから、どうその機会を活かそうとしているの

か。

町 長

教育長



【通告９番】 押本 昌幸 議員 2/2 頁

９－２

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

２.30 年以上、日本芝畑

の真ん中に西洋芝の

ティフトン敷設の赤

碕野球場があること

を紹介しなかったの

は(人工芝を選択さ

せるための)「ミスリ

ード」になるのでは

ないか

①1994 年に開場した赤碕野球場。当初から、繁殖力の

強い西洋芝ティフトンを承知の上で採用。球場周辺に

は日本芝畑が広がっている。こういう条件の中で 30

年以上ほぼ問題なく使われてきている。こういう大き

な事実をどうしてサッカー場の芝の選択の中で提示

しなかったのか。町内芝生産農家が日本芝に限るのは

よいが、ティフトンが生産農家に悪影響を与えること

はないという 30 年来の実績を紹介しなかったのは、

結果的に人工芝採用に向けての「ミスリード」になっ

たではないか。

②サッカー場改修案の当初、県サッカー協会から改修

費の「約 85％を補助金」等で賄える(2019.12「明るい

琴浦」)という話があった。そのサッカー協会補助金を

使えば、町の負担は少ないイメージがあった。ところ

が、例えば令和６年３月のサッカー場夜間照明工事で

は、１億 6,478 万円の工事費のうち助成金等は 3,500

万円ほどであとは町債で、補助金率は 21％に過ぎな

い。町債の中身が過疎債で最終的にその３割負担で済

むと言いながら１億 3,000 万円は借金にかわりなく、

言い換えれば１億3,000万円の町有財産の使い道が消

えたことに変わりはない。サッカー協会の補助金は貴

重だという、これも当初補助率 85％が、現在は 20～

30％という「ミスリード」。

③人工芝・天然芝の「使用時間・養生期間」について、

令和３年議会時点では「通年利用可」としていたが、

令和４・５年の利用実績を見て評価を見直し「通年５

か月間しか使えない」とした(令和６年 12 月 29 日「日

本海」)。が、実際町が視察したという美作市でも養生

期間は一月半程度である。逆に近年は真夏日が 76 日

間(令和５年)もある。人工芝上では 40℃から 60℃に

なり(散水して)夜まで使えない。これも「ミスリード」

と言わざるを得ない。

④町は「ゼロ・カーボン宣言」をした。この脱炭素の

肝の一つが脱プラである。今や現代人は１週間にクレ

ジットカード１枚分のプラスチックを食するという

(ＷＷＦ)。また、令和７年１月のＮＨＫクロ現では、

脳内までマイクロプラが侵入しているという。8,000

㎡からの人工芝というプラスチックの管理・処理は焼

却と埋設しかない。一方で「ゼロ・カーボン」一方で

プラスチックのばら撒き。これも「ミスリード」では

ないか。

町 長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１８日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 小椋 正和

【通告 10 番】 次の事項について質問します。 1/2 頁

１０－１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.町長選の公約につ

いて

町長選での公約、この町の抱える課題として何点か

掲げられていましたが、その中の何点かについてお伺

いします。

(1)道の駅「琴の浦」リニューアルの行方として、誰の

ためのリニューアルか、10 数年での改修に疑問視

をされていたが、現時点での評価はどの様に捉え

ておられるのか。また他町において、新たな道の

駅がオープンし、集客においての競争も厳しい対

応が今後迫られると考えるが、どのような構想を

考えておられるのかお伺いします。

(2)カウベルホールの最終結論はとして、譲渡か解体

かと言われているが、その動きがないと疑問を投

げかけられていたが、サウンティング調査等は実

施されてはいますが、３年経過しても結果が出さ

れていない現状があるが、最終結論は出されるの

かお伺いします。

(3)成美公民館、ふなのえこども園の建設場所選定に

おいて、その計画地が適地と言えるのか等疑問視

をされていたが、現状においてはどの様な評価を

しておられるのか。売買価格においても疑問視を

されていたが、対売主に対しての考え方は現在も

変わっていないのかお伺いします。

町 長



【通告 10 番】 小椋 正和 議員 2/2 頁

１０－２

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

２.集落営農組織なり

農業法人組織につい

て

中山間地域等においては高齢化が進捗している現

状において、農地の維持管理が困難になり、遊休農地

の増加する一因にもなっている。地域なり集落単位で

の集落営農組織、農業法人組織を立ち上げて、地域全

体で農地を守っていく取り組みが必要と考えるが、町

として支援はされないか。

(1)現在集落営農組織なり、農業法人組織を立ち上げ

ている団体は、町内にどれだけあるのかお伺いしま

す。

(2)町として組織として立ち上げようとしている団体

の支援はなされないのかお伺いします。

(3)現在組織を立ち上げて経営をしている団体も、経

費の高騰する中において、農地の維持管理に困難を

極めている現状がある。今後組織数の拡大を図る上

にも支援の強化が求められるが対応されないのか

お伺いします。

町 長

３.琴浦町誌編さんに

ついて

琴浦町となって 20 年が経過しましたが、町誌の発

行はありませんでした。

これまでの町史の発行は、旧東伯町では明治百年記

念また町制施行 30 周年を記念して発行され、旧赤碕

町は昭和 49 年に発行されています。

(1)琴浦町町制施行 30 周年に向けて、町誌の編さんに

取り組まれる考えはないのかお伺いします。

(2)町誌の編さんに取り組むにあたっては課題も多く

あると考えるが、どのような問題が想定されるのか

お伺いします。

町 長

教育長



令和７年３月定例会一般質問通告書

令和７年２月１８日

琴浦町議会議長 大平 高志 様

琴浦町議会議員 桑本 始

【通告 11 番】 次の事項について質問します。 1/1 頁

１１

質問事項 質問要旨(内容) 答弁者

１.新しい地方経済・生

活環境創生交付金を

活用する事業に係る

地域再生計画につい

て

(1)国交省の移住・２地域居住等の R6 予算額（空き家）

59 億円計上されている。東京など都市部に住みなが

ら地方にも生活拠点を置く暮らし方である。

町で検討されたのか。されていない場合は何故さ

れなかったのか。

(2)第３期琴浦町地方創生総合戦略に農林水産業の多

様な就農希望者の確保・育成及び取り組み支援とある

が、町で「半農半 X」は検討されたのか。されていな

い場合は何故されなかったのか。

町 長

２.無痛分娩費用の助

成について

東京都は子育て支援策として、出産時に麻酔で痛み

を和らげる無痛分娩の費用を 10 月から最大 10 万円助

成する方針を明らかにし、12 億円を新年度予算案に盛

り込んでいるが、町として助成されないか伺う。

（参照）群馬県下仁田町（無痛分娩費用助成要綱

H29.3.22 告示第 50 号）既に実施している。

町 長


